
制度概要
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「児童福祉法（第６条の２の２ 第２項）」から

児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣
府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能
の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便
宜を供与することをいう。

「児童発達支援ガイドライン（令和６年７月）」から

児童発達支援事業所等は、主に就学前の障害のあるこども又はその可能
性のあるこどもに対し、個々の障害の状態や発達の状況、障害の特性等に
応じた発達上のニーズに合わせて本人への発達支援（本人支援）を行うほ
か、こどもの発達の基盤となる家族への支援（家族支援）を行うことが求
められる。

児童発達支援センターは、これらの役割に加え、地域の障害児支援の中
核的役割を担う機関として、地域の関係機関との連携を進め、地域の支援
体制の構築を図っていくことが求められる。

児童発達支援とは
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「児童福祉法第（６条の２の２ 第３項）」から

放課後等デイサービスとは、学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に
規定する学校（幼稚園及び大学を除く。）又は専修学校等に就学している障
害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣
府令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との
交流の促進その他の便宜を供与することをいう。

「放課後等デイサービスガイドライン（令和６年７月）」から

放課後等デイサービスは、それぞれの時期のこどもの発達の過程や障害の
特性等に応じた発達上のニーズ、適応行動の状況や特に配慮が必要な事項等
を丁寧に把握し理解した上で、放課後等デイサービスを利用する全てのこど
もをありのままに受け止めて、こどもが自分らしく過ごせる場であるという
安全・安心の土台の上で、総合的な支援を提供することを基本としつつ、こ
どもの発達段階や障害特性など、個々のニーズに応じて、特定の領域に重点
を置いた支援を組み合わせて行うなど、包括的かつ丁寧にオーダーメイドの
支援を行っていくことが重要である。

放課後等デイサービスとは
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居宅訪問型児童発達支援

「児童福祉法（第６条の２の２ 第４項）」から

居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態その他これに準ずるものとして内閣府令で定める状態
にある障害児であつて、児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困
難なものにつき、当該障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに
生活能力の向上のために必要な支援その他の内閣府令で定める便宜を供与することをいう。

保育所等訪問支援/居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援

「児童福祉法（第６条の２の２ 第５項）」から

保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定め
るものに通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定める
ものに入所する障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との
集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。

「保育所等訪問支援ガイドライン（令和6年7月）」から

保育所等訪問支援は、保育所等において障害のあるこどもの育ちと個別のニーズを共に 
保障した上で、地域社会への参加・包摂（インクルージョン）を推進していくことが重要 
である。
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障害児通所支援事業サービスの利用までの流れ
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障害児通所給付費の支給決定の審査について
支給申請が行われたときは、障害児の心身の状態、介護を行う者の状況、障害児及びその保護者の
障害児通所支援の利用に関する意向、障害児支援利用計画案その他の内閣府令で定める事項を勘案
して、障害児通所給付費等の支給の要否や支給量を決定する。
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領域 領域
（中高生のみ）

健康・生活 感覚・運動 認知・行動
言語・

コミュニケーション
人間関係・社会性 コミュニケーション

項目

（１）食事
（５）感覚器官

（聞こえ）
（10）危険回避行動

（15）２項関係
（人対人）

（18）人との関わり
（他者への関心興味）

（21）コミュニケーション
（言葉遣い）

（２）排せつ
（６）感覚器官

（口腔機能）
（11）注意力

（16）表出
（意志の表出）

（19）遊びや活動
（トラブル頻度）

（22）コミュニケーション
（やり取り）

（３）入浴
（７）姿勢の保持

（座る）
（12）見通し

（予測理解）
（17）読み書き

（20）集団への参加
（集団参加状況）

（23）コミュニケーション
（集団適応力）

（４）衣類の着脱
（８）運動の基本技能

（目と足の協応）
（13）見通し

（急な変化対応）

（９）運動の基本技能
（移動）

（14）その他

５領域２０項目の調査

※乱暴な言動の頻度・程度など

障害児通所給付費に係る調査は、令和6年度
報酬改定以降は、5領域11項目から5領域20
項目に変更されました。



※支給決定にあたって、
身体障害者手帳、療育手
帳又は精神障害者保健福
祉手帳の交付を受けてい
る必要はありません。
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※障害児通所給付費に係
る調査は、令和6年度報酬
改定以降は「5領域20項
目」に変更されています。

ｖ

令和4年3月
障害保健福祉関係主管
課長会議資料抜粋
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9

設備及び人員に関する基準

〇児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備

及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)

〇東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例

（平成24年条例第43号）→児童発達支援センター

〇東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び

運営の基準に関する条例（平成24年条例第139号）



児童発達支援及び放課後等デイサービスの設備基準

設備
児童発達支援事業
（センターを除く）

放課後等デイサービス

発
達
支
援
室

面積 1人あたり3㎡以上 1人あたり４㎡以上

定員10名の場合
（定員5名の場合）

３０㎡以上
（１５㎡以上）

４０㎡以上
（２０㎡以上）

注意事項

・面積には、廊下、玄関、キッチン等を含めない。
・発達支援室内の蛍光灯は飛散防止措置をとり、コンセントにはカバーを
つけることが望ましい。
・カーテン等の布製品を設置する場合には、防炎のものを使用することが
望ましい。
・発達支援室内にロッカーや棚を設置する場合には転倒防止措置を講じる
ことが望ましい。
・支援に必要な機械器具等を備えることが望ましい。
・死角のない部屋であることが望ましい（ L字型の部屋  、大きな柱 ）

10※原則として、指定を受けるサービス専用の設備であること。

※主たる対象が重症心身障害児の場合の最低定員は５名。 他福祉事業と設備の共用を検討される場合は、
可能かどうか事前にご相談ください。



設備
児童発達支援事業
（センターを除く）

放課後等デイサービス

事務室

面積 ４㎡以上

注意事項

・扉には鍵を付けるなど児童が入室できないようにする。
・個人情報の流出を防ぐため、個人情報は施錠できる書庫等で管理
する。
・原則、扉がある部屋を用意し、固定パーテーション等で区切ると
きは、高さ、安全性、強度にも配慮する。

・部屋の外から個人情報等が見えないようにする。

相談室

面積 ４㎡以上

注意事項

・相談者や相談内容等が外部に漏れないよう配慮すること。
・原則、扉がある部屋を用意し、固定パーテーション等で区切ると
きは、高さ、安全性、強度にも配慮する。

・部屋の中が見えないことが望ましい。

児童発達支援及び放課後等デイサービスの設備基準

11※原則として、指定を受けるサービス専用の設備であること。
他福祉事業と設備の共用を検討される場合は、

可能かどうか事前にご相談ください。



設備
児童発達支援事業
（センターを除く）

放課後等デイサービス

トイレ

・定員に応じた個数があることが望ましい。
・利用児童の障害状況や障害の程度にあわせて必要な対応をすること
・外部者との共用ではなく、利用児童が専用に利用できることが望まし
い
（共用する場合は事前に東京都福祉保健財団へ相談すること）

・2か所以上が望ましい
・鍵は外からも開けられるようにすること

洗面
設備

・衛生管理に注意すること。
・手洗いやうがいをする設備と、トイレ後の手洗いをする設備、
食器等を洗う設備は別に確保することが望ましい。

児童発達支援及び放課後等デイサービスの設備基準

12※原則として、指定を受けるサービス専用の設備であること。
他福祉事業と設備の共用を検討される場合は、

可能かどうか事前にご相談ください。



インクルーシブ保育（対象：児童発達支援）

保育所等に児童発達支援事業所等が併設されている場合に、それぞれの児童が交流する際においては、
障害児の支援に支障がない場合に限り、専従規定のある児童発達支援事業所等の従業者は保育所等を
利用する児童への支援を行うことができる。

インクルーシブ保育を行う上での主な留意事項等
（R4.12.26事務連絡）

国の見解

保育所等に児童発達支援事業所が併設されている
発達支援室（最低定員10名：30㎡以上）など、児童発達支援の基準を
満たした設備が必要である。各部屋等の余剰分を足し合わせ、児童発
達支援の基準を満たしても併設とはならない。

保育所及び児童発達支援事業所それぞれにおいて、各事業の人員基準
や設備基準を満たしている

建物全体ではなく、インクルーシブ保育を提供する部屋において人員
基準や設備基準を満たす必要がある。

児童発達支援計画を考慮し、一日の活動の中で発達支援の時間を十分
に確保する

常時インクルーシブ保育という運用は想定していない。児童発達支援
を提供する時間及びスペースを確保する必要がある。

個別支援計画において、保育所等との交流における具体的なねらい及
び支援内容等を明記し、障害児又はその保護者に対して説明を行い、
同意を得る

個別支援計画に発達支援とは別に、インクルーシブ保育の具体的な支
援内容を記載し、保護者に同意を得る必要がある。

複数のグループに分かれて交流することや一部の障害児のみが交流を
行う場合は、障害児の障害特性や情緒面への配慮、安全性が十分に確
保される体制を整えるよう留意する

各部屋に分かれて、インクルーシブ保育をする場合、各部屋に発達支
援に必要な人員を配置する必要がある。
例：3歳児保育室に障害児3名、4歳児保育室に障害児2名でインクルー
シブ保育を実施する場合は、各部屋に児童指導員又は保育士が2名必要

児童発達支援及び放課後等デイサービスの設備基準

13



以下の事項について、安全で、安心できる発達支援に相応しい環境とするために御協力をお願いし
ております。
〇 緊急時に迅速な避難ができるよう、発達支援室や相談室は１階や２階にあることが望ましい。
〇 採光が取れるように閉鎖的でなく窓があることが望ましい。
〇 （児童発達支援センターの場合）半径１００ｍ以内に風俗営業がないこと。（パチンコ店等も

該当します。）
〇 送迎を行う場合には、児童が安全に乗降できる場所や駐車場を確保すること。

乗降車の際には、点呼等の方法により児童の所在を確認すること。
３列以上の送迎車両には、児童の見落としを防止する安全装置を設置すること。

〇 使用する物件の家主、近隣住民等には事前に事業概要を説明し、了承を得ること。
〇 消防法や建築基準法など関係法令に抵触していないこと。

・建築基準法に適合する物件である
・新耐震基準（昭和５６年６月１日以降に建築確認または昭和５７年１月１日以降に完成）
を満たしている、又は、耐震診断の報告書等により新耐震基準に適合することを証明できる

・消防点検を終えている など

※物件の建築前又は賃貸物件の契約締結前に必ず御相談ください。

設備上の不備が判明した場合には、指定希望年月日に指定することはできません。

※設備基準にかかるチェックリストを使用し、ご確認をお願いいたします。

設備に関して重要な事項
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人員数 備考

管理者 1名
事業所ごとに配置。事業所の管理業務に従事する者。一定
の条件下で同一の事業者によって設置される他の事業所等
の管理者または従業者と兼務できる。

児童発達支援管理責
任者

1名以上 １名以上は常勤かつ専任

児童指導員又は
保育士

2名以上
定員10名から５名又はその端数を増すごとに1加えた数以上
１名以上は常勤

機能能訓練担当職員 必要に応じて 機能訓練を行う場合に配置する。

看護職員 必要に応じて 医療的ケアを行う場合に配置する。

児童発達支援及び放課後等デイサービスの人員配置基準
主に重症心身障害児以外を通わせる事業所の場合

※主に重症心身障害児を通わせる事業所の場合は、①嘱託医、②看護職員、③児童指導員又は保
育士、④機能訓練担当職員(機能訓練を行わない時間帯については、置かないことができる）、
⑤児童発達支援管理責任者を各々１以上配置することとされている。

15こども性暴力防止法の施行（令和8年12月25日）に伴い、特定性犯罪前科が無いことが確認されていない職員は、児童に接する業務に従事させることが出来なくなります。



定員や職員配置の考え方
定員は1日に受け入れられる最大人数

10時～12時 いちごぐみ
親子通園５名

10時～12時 みかんぐみ
親子通園５名

児童指導員又は保育士が４名以上必要
いちごぐみの職員２名
みかんぐみの職員２名

10時～12時 いちごぐみ
親子通園10名

13時～15時 ももぐみ
児童のみ単独支援10名

午前中に2クラス設定している場合

1日に午前、午後でクラス設定している場合

児童指導員又は保育士が２名以上必要
いちごぐみとももぐみで同じ職員2名

で可
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人員配置基準を満たさない配置例

定員10名

職種 必要人員 配置人員

管理者 1名 Aさん

児童発達支援管理責任
者

常勤１名
Bさん

児童指導員 2名以上
うち1名常勤保育士 Cさん

児童発達管理責任者が直接支援に入る場合であっても、児童指導員や保育士として
配置人員にカウントできません。

定員10名
受け入れる利用児
は９名以下だった

場合

職種 必要人員 配置人員

管理者 1名 Aさん

児童発達管理支援責任
者

常勤１名 Bさん

児童指導員 2名以上
うち1名常勤

なし

保育士 Cさん

たとえ利用児童が1名であっても職員は2名必要です。 17



事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間（１０：２の職員配置を
充たしている時間）で、サービス提供が可能な時間帯のこと。なお、送迎のみを行う時間
帯は営業時間に含まれない。

指定障害児通所支援事業所において定めるべき標準的なサービス提供時間のこと。 
（個々の利用者のニーズやプログラム等により、実際に支援する時間が異なることは可）

営業時間

サービス提供時間

・定員が10名の事業所の場合、営業時間中には児童指導員又は保育士を2名以上配置する必要
があります。

・営業時間＝職員の就業時間ではありません。

営業時間とサービス提供時間について
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常勤職員勤務時間　9：00~18：00(休憩13：00~14：00)

営業時間　9：30~17：30

非常勤職員勤務時間12：00~18：00

18:00 19:0014:00

非常勤職員勤務時間　9：00~14：00

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 15:00 16:00 17:00

非常勤職員勤務時間　13：00~19：00

営業時間　13：30~18：30

常勤職員勤務時間　10：00~19：00(休憩12：00~13：00)

14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:009:00 10:00 11:00 12:00 13:00

営業時間とサービス提供時間について

サービス提供時間
10:00~13:00

サービス提供時間
14:00~17:30

サービス提供時間
14:00~18:00

例①

例②

営業時間＝

人員基準を満たす時間帯
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多機能型事業所について

多機能型事業所とは、以下の２以上の事業を一体的に行う事業所

（東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例

第２条第１項第14号）

【児童福祉法】

児童発達支援、放課後等デイサービス、

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

【障害者総合支援法】

生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、

就労移行支援、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）
20



児童発達支援と放課後等デイサービスの
多機能型事業所について

多機能型事業所の種類 人員配置 設備 定員

一体型 １つの事業所としての配置で可 発達支援室等の兼用可 全体で定員を設定

規模別型
それぞれのサービスで必要な人員

を配置
発達支援室等の兼用不可 それぞれで定員を設定

【多機能型事業所における特例】

人員配置に関する特例…必要とされる職種をサービスごとに配置する必要はなく、「１つの事業所」

として必要な配置をすれば良い。（基準について 第8,1,(1))

設備に関する特例…サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、当該多機能型事業所において、

その設備を、それぞれ兼用することができる。（基準省令第81条）

→特例を適用するのが 一体型の多機能型事業所
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一体型の多機能型事業所における人員配置

人員配置例① 人員配置例②

児童発達支援
放課後等デイ
サービス

児童発達支援
放課後等デイ
サービス

管理者 Aさん Aさん

児童発達支援管
理責任者

Bさん Bさん Cさん

児童指導員又は
保育士

Cさん、Dさん
Dさん
Eさん

Fさん
Gさん

児童発達支援：午前（9：30~12:00）、放課後等デイサービス：午後（14：00~17：00）の場合

ここまで必要ない！

例②の配置までは必要なく、例①の配置があれば良い。合わせて定員10名で運営可能。
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規模別単価適用の有無 サービス種類 定員 報酬区分

適用なし
（一体型）

児童発達支援 １０人 １１～２０人

放課後等デイサービス １０人 １１～２０人

適用あり
（規模別）

児童発達支援 １０人 １０人以下

放課後等デイサービス １０人 １０人以下

多機能型事業所のうち基準省令第８０条（従業者の員数に関する特例）、第８１条（設備に関す
る特例）によらない多機能型事業所においては、当該多機能型事業所において行う指定通所支援
の利用定員のそれぞれの規模に応じて報酬を算定するものとする。

→サービスごとに従業者及び設備（発達支援室等）を別々に配置・設置している多機能型事業所
においては、サービスごとの利用定員に応じた報酬区分でそれぞれ報酬請求することができる。 

定員規模別単価について
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人員基準

ケース① ケース② ケース③

児童発達支援
放課後等デイ
サービス

児童発達支援
放課後等デイ
サービス

児童発達支援
放課後等デイ
サービス

管理者 Aさん Aさん Aさん

児童発達支援管理責任者 Aさん Bさん Aさん Aさん Bさん

児童指導員又は
保育士（常勤）

Cさん Dさん Bさん Cさん Cさん

児童指導員又は
保育士（非常勤）

Eさん Fさん Eさん Fさん Eさん Fさん

定員規模別単価の適用 〇
×

児童発達支援管理責任者が
事業間で兼務

×
各事業に児童指導員又は
保育士(常勤)が1名以上必要

設備基準

ケース① ケース② ケース③

児童発達支援
放課後等デイ
サービス

児童発達支援
放課後等デイ
サービス

児童発達支援
放課後等デイ
サービス

発達支援室
※定員に応じた面積が必要

部屋① 部屋② 部屋①
部屋①

(10時~12時)
部屋①

(14時～17時)

定員規模別単価の適用 〇
×

（発達支援室が兼用）
×

（発達支援室が兼用）

規模別の多機能型事業所における設備・人員基準について
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児童発達支援センター

条件

発達支援室 1人あたり2.47㎡以上

遊戯場 1人あたり1.65㎡以上

屋外遊戯室

医務室

相談室

調理室

トイレ

静養室

その他
児童発達支援の提供に必要
な設備

条件

管理者
1名。一定の条件下で同一の事業者によっ
て設置される他の事業所等の管理者また
は従業者と兼務できる。

児童発達支援管理責任者 1名以上（専ら当該事業所の職務に従事）

児童指導員及び保育士
障害児の総数を４で除して得た数以上
（うち、両者とも1名以上）

栄養士又は管理栄養士
1名以上。障害児が40名以下の場合は置か
ないことができる。

調理員
調理を全部委託の場合は置かないことが
できる（入所施設と兼務可）

看護職員及び機能訓練担当職員 必要に応じて配置

嘱託医 1名以上

（設備基準） （人員基準）
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児童発達支援事業と児童発達支援センターの違い

26
こども家庭庁「別紙２ 地域における児童発達支援センター等を中核とした障害児支援体制整備の手引き」抜粋



保育所等訪問支援と居宅訪問型児童発達支援

設備等 条件

事務室 専用が望ましい

相談室
利用申込の受付、相談
に対応

手指洗浄場
感染症予防に必要な設
備

従業者 条件

訪問支援員 訪問支援を行うために必要な数

児童発達支援管理責任者
1名以上（専ら当該事業所の職務に従
事する者）

管理者
原則として専ら当該事業所の管理業
務に従事するもの

（設備基準） （人員基準）

※訪問支援員・児童発達支援管理責任者・管理者の中で兼務することは可能ですが、３つの職種を兼務すること

はできません。

※訪問支援員の要件については、保育所等訪問支援と居宅訪問型児童発達支援で異なります。

※週４日以上の営業をお願いしています。
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